
神戸市における
空き家・空き地 への対策

2024.03.11_神戸市 建築住宅局

資料４



国土地理院

面 積 ｜557.03㎢

人 口 ｜1,496,425人

世 帯 数 ｜745,005世帯

人口密度｜2,682人/㎢

高齢化率｜29.0%
（2024年2月時点）

（推計）

（推計）

神戸市の概要
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神戸市の概要（地形、特色）
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戦後の山麓部開発、その後のニュータウン開発等で人口増加に対応
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■＝建物用地（赤色）１９８７年（S62） ２０１４年（H26）

＝人口集中地区

1960年 1980年 2010年

土地利用の状況、人口集中地区の変遷
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二次的住宅 賃貸用住宅 売却用住宅 その他住宅

年代
(空き家率）

1993
(10％)

1998
(14.4％)

2003
(12.8％)

2008
(13.5％)

2013
(13.1％)

2018
(13.3％)

35,000

戸

64,600

2,100

共同住宅 15,000戸
戸建て・長屋 20,000戸

うち
老朽・破産なし 15,000戸
老朽・破損あり 5,000戸

居住目的のない空き家

7,500

神戸市の空き家状況
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使える空き家・空き地
☛売却や賃貸、地域利用

などの活用を促す。

使えない空き家
☛解体し、土地の活用を促進する。

神戸市空家等対策計画（2021～2025）の基本方針
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

実家を相続したけど
何から始めたらいい？

大変そうだから
あとでやろう

どんな活用方法が
あるだろう？

思い入れが強くて
手放せない…

不動産事業者に
断られた！

まだまだ関係ない

まだ考えたくない

使える空き家空き地は売却や賃貸、地域利用などの活用を促す
使えない空き家は解体し、土地の活用を促進する

神戸市

空き家等対策計画
基本方針

市場流通等に
向けた支援

活用者への
情報発信・補助

発生抑制のための
意識啓発

早期活用を促す
取り組み

ふせぐ
おこす

つなぐ
つかう

神戸市 空き家空き地対策

なおす
・こわす

適正管理
・修繕・解体

実家が傷んできた…
どうすればいいのか…

ご近所に
迷惑かけてしまった！
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

おこす

実家を相続したけど
何から始めたらいい？

自分の資産だから
放っておくのも自由でしょ

つかう

どんな活用方法が
あるだろう？

つなぐ

思い入れが強くて
手放せない… 不動産事業者に

断られた！

ふせぐ

自分には
まだまだ関係ない

▪将来、相続等で物件を所有する
可能性がある「相続予備軍」

▪高齢者夫婦または単身で住んで
いる「空き家予備軍」の所有者

自分が死んだ後のことなんて
まだ考えたくないな

空き家おこし協力隊（専門家派遣）

▪特に困りごとは無く
問題意識がない所有者

▪気になってはいるが
何をすべきかわからない所有者

▪権利関係や気持ちの整理が
できていない所有者

▪活用に向けて動いてみたものの
壁にぶつかり心が折れた所有者

▪空き家・空き地を地域のために
使いたい活用者

▪神戸でなにかを始めたい人

▪隣の土地を購入し活用したい人

放置リスク・流通の必要性を伝え
意思決定や行動を促す

個々の課題を整理のうえ
適切に助言、専門家に繋ぐ

住宅の将来を考える意識を
早い段階から醸成していく

活用しやすい環境を整え
活用希望者の背中を押す

市場流通等に向けた支援 活用者への情報発信・補助発生抑制のための意識啓発 早期活用を促す取り組み

地域利用バンク・空き地活用応援制度

なおす・こわす

▪腐朽・破損が出始めた空き家所
有者

▪周辺に悪影響を与える空き家空
き地の所有者

所有者への指導・支援

適正管理を促す

法・条例に基づく指導

(参考)老朽空家等解体補助制度

(参考)特命ﾁｰﾑによる財産管理制度活用

所有者への広報・啓発・情報提供、活用事例の発信

空き家等活用相談窓口

（参考）空き家地域利用応援制度

（参考）建築家との協働による空き家活用促進事業

実家が傷んできた…
どうすればいいのか…

ご近所に
迷惑かけてしまった！

草刈事業者、シミュレータ―

神
戸
市
の
取
り
組
み
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

すまいるネット
空き家等活用相談窓口

H27～ ▌変遷
平成12年10月 神戸市すまいの安心支援センターを神戸市中央区に開設 （愛称を「すまいるネット」に決定）
平成27年11月 「空き家活用相談窓口」を開設
平成30年10月 空き地も対象に加え、「空き家等活用相談窓口」に改称
令和元年 ９月 神戸市長田区へ移転
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き家等活用相談窓口｜平成27年11月～
神戸市住環境整備公社へ委託し、公社が運営する「神戸市すまいの総合窓口すまいるネット」内へ設置
相談対象：神戸市内の空き家・空き地（農村地域は神戸市農政公社が対応）の所有者

本事業への不動産事業者登録数
（支援事業者数）

令和５年度末：178社
（令和３年度末：148事業者）
（令和４年度末：175事業者）

建築士、ファイナンシャルプラナー、
消費生活アドバイザーなどが対応

①専門家（宅建士）が物件を確認し、
相談者の希望に応じて、登録事業者
に売買・賃貸等の提案を依頼。
②提案内容をもとに相談者へ説明。

登録する市内の不動産事業者（支援事
業者）が依頼を受け、現地確認し、買
い取り価格などを提示。
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き家おこし協力隊（専門家派遣）｜令和３年1月～参考
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

◆空き家・空き地地域利用バンク

◆地域利用応援制度（補助事業）

◆隣地統合補助

H30～
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐隣地統合補助｜平成３０年1０月～

主な要件

・隣地統合する土地（及び建物）の買主
・隣地統合する土地（及び建物）の売主

対象者

※令和６年年度より
・売主のみの申請は不可
・売主・買主のいずれかが個人であること
などを条件に追加予定

13



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き家・空き地地域利用バンク｜平成30年10月～

補助受付
1月まで
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐整備費補助（団体型）｜平成３０年1０月～

活用も活動も主体は市民であり、行政はその活動の初動を支援する。
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐事例の発信 神戸市長田区「多文化共生ガーデン」

すまいるネットホームページ
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐事例の発信 神戸市灘区「いちばたけ」

すまいるネットホームページ
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐整備費補助活用事例「おさんぽ畑」
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

法・条例に基づく措置の流れ

空家等の対策の推進に
関する特別措置法

通
報
を
受
け
た
管
理
不
全
空
き
家
・
空
き
地

適
切
管
理
の
依
頼
（
広
聴
業
務
）

神戸市空家空地対策の推進に関する条例

助
言
又
は
指
導

勧
告

命
令

代
執
行

特定類似空家
■一部使用長屋
■相当期間居住・使用
されていないもの

特定空地

特定空家等

助
言
又
は
指
導

勧
告

代
執
行

命
令

応急的危険回避措置

氏
名
等
公
表

各区地域協働課 安全対策課・措置担当課

住宅用地
特例解除
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

特定空地等の判断基準（措置範囲）（神戸市空家等対策計画（2021～2025）別紙）
特定空地等分類 悪影響の程度と危険等の切迫性

イ 保安上危険
そのまま放置すれば倒壊等
著しく保安上危険となるお
それのある状態

地域住民等の生命、身体又は
財産に危険を及ぼすおそれが
ある

地域住民等の生命、身体又は
財産に著しい危険を及ぼす
おそれがある

地域住民等の生命、身体又は
財産に著しい危険が切迫し
ている

地域住民等の生命、身体又は
財産に著しい危険がさらに切
迫し放置できない

ロ 衛生上有害 著しく衛生上有害となるお
それのある状態

地域住民等の健康に悪影響を
及ぼすおそれがある

地域住民等の健康に著しい
悪影響を及ぼすおそれがある

地域住民等の健康だけでなく
生命、身体又は財産の危険が
切迫している

地域住民等の健康だけでなく
生命、身体又は財産の危険が
切迫し放置できない

ハ 景観阻害
適切な管理が行われていな
いことにより著しく景観を
損なっている状態

既存の景観に関するルールに
適合しない

既存の景観に関するルールに
著しく適合しない －（※） －（※）

二 生活環境保全

その他周辺の生活環境の保
全を図るために放置するこ
とが不適切である状態にあ
ると認められる空家等

地域住民等の生活環境に悪影
響を及ぼしている

地域住民等の生活環境に著
しい悪影響を及ぼしている

－（※） －（※）

措置の範囲 助言
又は指導相当 勧告相当 命令相当 代執行相当

（※）通常は実施しないが、市長が特に必要と認める場合は実施することができる。
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

適切管理の依頼 助言又は指導 勧告 公表 命令 代執行 応急的
危険回避措置

令和４年度 624 123 3 1 0 1 1
令和３年度 726 132 5 １ ０ １ ３
令和２年度 559 130 7 4 0 0 1
令和１年度 598 116 5 2 1 1 2

（件）
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234 386 421 563 664 773 
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空家法・条例等による措置の効果

空家・空地共
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

草刈協力事業者

空家空地対策の取り組み（所有者への支援）

空き家・空き地の草刈や立木の剪定をどこに頼めばいいかわからない方に、草刈協力事業
者一覧を提供（HP掲載及び所有者宛文書に同封）
事業開始：平成28年度～
登録事業者数：令和５年度２月末現在 23者（現在、次年度以降分を募集中）

解体費用・土地売却額試算のシミュレーター（㈱クラッソーネとの連携）
利用予定のない空き家の所有者の建物解体を支援することを目的に、株式会社クラッソーネと
事業連携協定を締結
HPにて同社が運営するWebサービスを紹介

1. 一括見積サービス「クラッソーネ」
2. AIによる「解体費用シミュレーター」（神戸市版）
3. すまいの終活ナビ（神戸市版）

https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/work/kaitaimitsumori_simulator.html

https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/akiya_kanri.html
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空家空地対策の取り組み（条例改正）

23



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

おこす

実家を相続したけど
何から始めたらいい？

自分の資産だから
放っておくのも自由でしょ

つかう

どんな活用方法が
あるだろう？

つなぐ

思い入れが強くて
手放せない… 不動産事業者に

断られた！

ふせぐ

自分には
まだまだ関係ない

▪将来、相続等で物件を所有する
可能性がある「相続予備軍」

▪高齢者夫婦または単身で住んで
いる「空き家予備軍」の所有者

自分が死んだ後のことなんて
まだ考えたくないな

空き家おこし協力隊（専門家派遣）

▪特に困りごとは無く
問題意識がない所有者

▪気になってはいるが
何をすべきかわからない所有者

▪権利関係や気持ちの整理が
できていない所有者

▪活用に向けて動いてみたものの
壁にぶつかり心が折れた所有者

▪空き家・空き地を地域のために
使いたい活用者

▪神戸でなにかを始めたい人

▪隣の土地を購入し活用したい人

放置リスク・流通の必要性を伝え
意思決定や行動を促す

個々の課題を整理のうえ
適切に助言、専門家に繋ぐ

住宅の将来を考える意識を
早い段階から醸成していく

活用しやすい環境を整え
活用希望者の背中を押す

市場流通等に向けた支援 活用者への情報発信・補助発生抑制のための意識啓発 早期活用を促す取り組み

地域利用バンク・空き地活用応援制度

なおす・こわす

▪腐朽・破損が出始めた空き家所
有者

▪周辺に悪影響を与える空き家空
き地の所有者

所有者への指導・支援

適正管理を促す

法・条例に基づく指導

(参考)老朽空家等解体補助制度

(参考)特命ﾁｰﾑによる財産管理制度活用

所有者への広報・啓発・情報提供、活用事例の発信

空き家等活用相談窓口

（参考）空き家地域利用応援制度

（参考）建築家との協働による空き家活用促進事業

実家が傷んできた…
どうすればいいのか…

ご近所に
迷惑かけてしまった！

草刈事業者、シミュレータ―

（再掲）
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おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地対策の課題

〇空き地が放置されてしまう原因例

■所有者の問題
・所有者に改善の意思が低い。資金面の課題。
・所有者の健康上の課題等
・相続関係が複雑、相続人同士の不和、一部行方不明等で意思統一ができない
・未登記、外国籍など、所有者調査が困難

■物件の問題
・未接道、狭小宅地、斜面地など

〇自治体側から見た課題

・空き家対策と空き地対策を一緒に行うメリット・デメリット
・空き地活用への補助金
・個人情報提供への柔軟な対応
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ご清聴ありがとうございました


